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ＰＦＩ方式及びリース方式は、民間事業者による創意工夫や経営ノウハウを発揮でき

る場合に有効な手法となりますが、庁舎の場合、民間経営が可能な空間や維持管理等の業

務が少なく、経営利益の還元は少ないと考えられます。また、両方式とも、庁舎整備に極

めて有効な財源である合併特例債が活用できないことで、市の支出が増大することが想

定されるため、本市においては、行政主導で行う「従来方式」が適していると考えます。 

 

６．財源の検討 

 庁舎整備に関する財源については、以下のように想定します。 

財  源 
①増築案 ②建替え案 

①－１ ②－１ 

合併特例債 約 15.0億円 約 15.0億円 

一 般 財 源 約 12.3億円 約 15.5億円 

起   債 約 36.7億円 約 46.5億円 

基   金 約 1.0億円 約 1.0億円 

合   計 約 65.0億円 約 78.0億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




